
２０１８（平成３０）年度第１回（通算第１８回）評議員会（定時）	

 
一般財団法人国際法学会	

 
１．開催日時：２０１８（平成３０）年６月２４日（日）午後１時〜１時２０分 
２．場所：東京都千代田区九段北４−２−２５	 アルカディア市ヶ谷（私学会館）雲取 
３．出席評議員：（評議員会会長）藥師寺公夫、（評議員）柏木昇、川村明、北村泰三、吉川元、

久具（古城）佳子、佐藤やよひ、須網隆夫、平覚、中川淳司、三上正裕、山影進 
	 	 出席理事：なし 
	 	 出席監事：なし 
	 	 陪席：（事務局）西村弓、寺谷広司、岩月直樹 
 
	 議長：薬師寺公夫 
 
４．議事次第 
１）報告事項 
１	 小田滋賞に関する件  
	 西村事務局幹事より、第 5回小田滋賞について、優秀賞を 2 名、奨励賞を 4 名に授与すること
を理事会が決定し、本評議員会後に開催の新理事会後、授賞式を開催予定であることが報告され

た。 
 
２	 2018 年度予算に関する件  
	 西村事務局幹事より、2018 年度補正予算が、5 月 20 日開催の理事会において承認されたこと
が報告された。 
 
３	 その他	

	 三上評議員より、国際司法裁判所判事補欠選挙の候補者であった岩澤雄司東京大学教授・本学

会代表理事が安全保障理事会における全理事国の支持、および総会における 189国中 184国の支
持を受けて当選したことにつき、報告があった。 
	 西村事務局幹事より、国際法学会ロゴの採用につき、説明があった。 
 
２）議案 
第 1 号議案	 第４期理事の選任（確定）の件  
	 藥師寺評議員会会長から、定款の定めに従い、2017（平成 29）年度第 3回（通算第 17回）評
議員会（臨時）において選出された、本日の評議員会終了以降開催される新理事会を構成する理

事候補につき、全員の同意が得られたことが報告された。これを基に、これら理事候補を、正式

に、理事として選任することが原案通り議決された。  
 



【議決事項】定款第 28 条第 1 項により、次の者を一般財団法人国際法学会第 4 期理事とし
て、2018年 6月２４日開催の本定時評議員会の終結をもって選任する。 
  理事  淺田	 正彦  京都大学教授 
  理事  石田	 淳  東京大学教授 
  理事  植木	 俊哉  東北大学教授 
  理事  小畑	 郁  名古屋大学教授 
  理事  兼原	 敦子  上智大学教授 
  理事  酒井	 啓亘  京都大学教授 
  理事  髙村ゆかり  名古屋大学教授 
  理事  塚原（西村）	 弓 東京大学教授 
  理事  都留	 康子  上智大学教授 
  理事  道垣内	 正人  早稲田大学教授 
  理事  中谷	 和弘  東京大学教授 
  理事  西谷	 祐子  京都大学教授 
  理事  古谷	 修一  早稲田大学教授 
  理事  真山	 全  大阪大学教授 
  理事  濵本	 正太郎  京都大学教授 
  理事  濱本	 幸也  外務省国際法局国際法課長 
  理事  森川	 幸一  専修大学教授 
  理事  山田	 哲也  南山大学教授 

以上	 18名	 	  

 
第２号議案	 2017（平成 29）年度事業報告・決算の承認に関する件  
	 西村事務局幹事より、2018 年 5 月 20 日開催の理事会において承認された、平成 29 年度事業報

告及び平成 29 年度決算報告について、それぞれ報告が行われた。	

	 これを受けて、定款第 18 条第 2 項(5)により、評議員会による議決を求められていることを確

認した上で、定款第 22 条より、議長である藥師寺会長を除く出席者 11 名全員の賛成を得、議決

した。	

	 なお、補正予算について川村評議員より、学会誌の在庫を棚卸資産として計上することが、本

学会のような財団の場合に適切であるかについて疑問が提起され、評議員会からの要望として理

事会で継続して検討すべきものとされた。	

	

【議決事項】定款第 18 条第 2 項(5)に基づき、2017（平成 29）年度事業報告および決算を承認
する。 

 
第３号議案	 2017（平成 29）年度公益目的支出計画実施報告書（案）に関する件  
	 西村事務局幹事より、標記報告書について報告が行われ、内閣府に提出することが提案された。 
	 定款第 22条により、議長である藥師寺会長を除く出席者 11名全員の賛成を得、議決した。 



 

【議決事項】定款第 18 条第２項（10）に基づき理事会より付議された、2017（平成 29）年度
公益目的支出計画実施報告書を承認する。 

 
第４号議案	 その他  
	 	 	 議決事項なし。 
 
	 最後に、本定時評議員会の議事録の記名押印につき、定款第２５条により、議長である藥師寺

評議員会会長並びに議長の指名により山影評議員がこれを行うことにつき承認した。 
 

以上 
 


